
姫路市廃棄物処理施設等の設置等に係る手続の適正化並びに紛争の予防及び調整に関する条例における手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前相談票の提出 事前相談票の審査 
Step１ 
事前相談票の提出 

事業計画書の提出 事業計画書の審査 

周知計画書の提出 周知計画書の審査 

凡例 

事業計画者が行う 

関係住民等が行う 

市（市長）が行う 
Step２ 
事業計画書・周知
計画書の提出 

事業計画の確認 
説明会への参加 

事業計画の縦覧 

事業計画の閲覧 

広告・説明会の実施 

実施状況の報告 
Step３ 
事業計画の周知 

合意形成の努力 

１回目の意見書 

２回目の意見書 

１回目の意見書に対
する見解の周知 

２回目の意見書に対
する見解の周知 

見解書（１回目、２
回目）の縦覧 

見解の周知終了の報
告 Step４ 

合意形成 

合意の形成が
図られている 

事業計画者の取組は適正だ
が合意が形成されていない 

事業計画者の取
組が不適正 

再判断の請求があった場合には、再度、合意の形成を判断 

合意形成の通知・周知 調整打ち切りの通知・周知 

終了の通知 

やり直す必要がある
手続を指定 

合意形成の判断 

Step５ 
手続の終了 

指定手続を再度実施 

法に基づく許可申請・届出 

意見の調整 

合意形成
の努力 

合意形成
の努力 


